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�．はじめに

一連の商法改正を集大成するために，商法改正では

なく，有限会社法や商法特例法等を包含した形で新

「会社法」が平成 17年 7月 29日に成立した。これを

受けて 17年 12月 14日には「会社法施行令」が制定

され，平成 18年 2月 7日には「会社法施行規則」「会

社計算規則」「電子公告規則」の 3つの規則があいつ

いで制定され，平成 18年 5月 1日から施行された。

平成 13年秋の第 153臨時国会における商法改正に

より，平成 14年 3月に間に合うようにと「商法及び

有限会社の関連規定に基づく電磁的方法による情報提

供等に関する承諾の手続等を定める政令（平成 14年

1月 30日 政令第 20号）」及び「商法施行規則（平

成 14年 3月 29日 法務省令第 22号）」が制定されそ

して施行された。

これまで商法のような基本法はそれほど頻繁に改正

作業が行われることはなく，これまでの主な商法改正

としては昭和 25年，30年，37年，41年，49年，56

年など， 4～ 5年以上の期間を置いた改正がなされた

だけであった。然るに平成になってからは平成 2年に

改正され，続いて平成 5年及び 6年と続き，平成 9年

からは平成 9年・10年・11年・12年と毎年の商法改

正が行われた。さらに平成 13年は第 1次改正（平成

13年法律79号），第 2次改正（平成13年法律128号）

そして第 3次改正（平成 13年法律 149号）が行われ

た。特に，平成 13年秋の第 153臨時国会の改正（第

2次改正）において会社関係の書類の電磁的手法・電

磁的記録（「商法 281条第 3項」＜書類の電子化＞）

の利用が可能となり，さらに平成 14年春の第 152通

常国会における商法改正は連結計算書類（「株式会社

の監査等に関する商法特例に関する法律」第 19条の

2第 1項＜連結計算書類の作成＞）の作成義務が導入

された。

さらに 14年の商法改正（平成 14年法律第 45号）

があり，平成 15年（平成 15年法律 132号），最後に

平成 16年（平成 16年法律 87号・88号）の改正がな

された。

平成 17年の新「会社法」の制定はこれらの一連の

改正作業の集大成であり 本論文においては特に「計＊ 専修大学商学部教授
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算書類の電子化」，「電子公告」制度について全体像を

とりまとめ問題点を検討する。

�．商法における「計算書類の電子化」および
「電子公告」

商法によれば会社の（代表）取締役は商法 281条に

定めるところにより毎決算期ごとに貸借対照表，損益

計算書，営業報告書及び利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ

関スル議案を取締役会の承認を得て株主総会に諮り承

認を得，さらに貸借対照表の要旨を公告することが求

められていた。（商法 283条 5項）。

しかし従来から株式市場への上場会社はともかく多

くの株式会社においては，自社の営業成績や財務状況

を公表することへの抵抗感，法 282条 5項に定める日

刊紙等への公告に要する人的・金銭的コスト負担およ

び公告によるメリットないしはディメリット，公告を

怠ったことによる法 498条 2項による制裁が実際には

ほとんどされていない等により，多くの会社が公告を

怠っていたのが実情であった。

しかし，パソコンおよび会計ソフトの普及は財務諸

表の電子的作成を容易にし，さらにインターネット等

の普及等により計算書類の電磁的記録の作成と利害関

係者への情報提供が容易となり，これを受けて平成

13年第 2次商法改正では法 281条 3項が追加され，

紙媒体に代わり電磁的記録による情報提供が可能とな

った。さらに平成 16年の商法改正では法 283条 7項

が加わり，取締役会の決議によって，法務省令に定め

る方法で 5年間ホームページ等に公表することで足り

ることとなった。

なお一般の会社情報もインターネット等での公表が

可能となったが，それらの情報が正しく公表されてい

るかは法 457条に定められた電子公告調査を受けるこ

とが義務づけられているが，貸借対照表等の公告につ

いては電子公告調査は免除されている。

１．商法上の電子公告手続き

商法における電子公告のための主な手続きはつぎの

とおりである。

① 決算書類の電磁的方法による作成＜商法 281条 3

項＞

② 電磁的方法による公告の取締役会承認＜商法 283

条 7項＞

③ インターネットでの公告＜商法施行規則 10条＞

＜商法施行規則 第 10条＞

貸借対照表等の情報を電磁的方法により提供する処

置を行うも電磁的方法

第十条 商法第二百八十三条第五項（同法第四百三

十条第二項において準用する場合を含む。）及び商法

特例法第十六条第三項（商法特例法第二十一条の三十

一第三項において準用する場合を含む。）に規定する

法務省令で定める電磁的方法は，第五条第一項第一号

に掲げる方法のうち，会社の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通

信回線を通じて情報の提供を受 ける者の閲覧に供

し，当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法で

あってインターネットに接続された自動公衆送信装置

を使用するものとす

④ 電磁的方法による公告では株主総会で承認された

日から 5年間＜商法 283条 7項＞

⑤ 貸借対照表等の全文を公告する＜商法 283条 7

項＞

２．商法における参考条文

電子公告等に関す参考条文は次の通りである

（決算書類の作成）

第 281条 取締役ハ毎決算期ニ左ニ掲グルモノ及其

ノ附属明細書ヲ作リ取締役会ノ承認ヲ受クルコトヲ要

ス

1．貸借対照表

2．損益計算書

3．営業報告書

4．利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ関スル議案

2 第 33条ノ 2第 1項ノ規定ハ前項第 1号又ハ第 4

号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス

3 取締役ハ第 1項第 2号若ハ第 3号ニ掲グル書類又

ハ同項ノ附属明細書ニ記載スベキ情報ヲ記録シタル

電磁的記録ノ作成ヲ以テ此等ノ書類ノ作成ニ代フル
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コトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ電磁的記録ハ之ヲ此

等ノ書類ト，其ノ電磁的記録ノ記録ハ之ヲ此等ノ書

類ノ記載ト看做ス

4 省略

5 省略

（決算書類等の株主総会承認）

第 283条 取締役ハ第 281条第 1項各号ニ掲グルモ

ノヲ定時総会ニ提出シテ同項第 3号ニ掲グルモノニ在

リテハ其ノ内容ヲ報告シ，同項第 1号，第 2号及第 4

号ニ掲グルモノニ在リテハ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要

ス

2 定時総会ノ招集ノ通知ニ際シテハ第 281条第 1項

各号ニ掲グルモノ及監査報告書ノ謄本ヲ交付スルコ

トヲ要ス

3 前項ノ謄本ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタ

ル場合ニ於テハ同項ノ謄本ノ交付ニ代ヘテ其ノ電磁

的記録ニ記録セラレタル情報ヲ同項ノ通知ニ際シ電

磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得但シ株主ノ請求ア

リタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報

ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ其ノ株主ニ交付スルコト

ヲ要ス

4 取締役ハ第 1項ノ承認ヲ得タル後遅滞ナク貸借対

照表ヲ公告スルコトヲ要ス

5 前項ノ規定ニ拘ラズ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ

掲載スル日刊新聞紙ヲ以テ公告ヲ為ス方法トスル会

社ニ於テハ貸借対照表ノ要旨ヲ公告スルヲ以テ足ル

6 前項ノ要旨ノ記載方法ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

7 第 5項ノ会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ガ第 1

項ノ承認ヲ得タル後遅滞ナク貸借対照表ニ記載又ハ

記録セラレタル情報ヲ電子公告ニ準ズルモノトシテ

法務省令ニ定ムルモノニ依リ同項ノ承認ヲ得タル日

後 5年ヲ経過スル日迄不特定多数ノ者ガ其ノ提供ヲ

受クルコトヲ得ベキ状態ニ置ク措置ヲ執ルコトトス

ルコトヲ得此ノ場合

ニ於テ其ノ決議ヲ為シタル会社ニ付テハ第 4項ノ規定

ハ之ヲ適用セズ

（電子公告調査）

第 457条 この法律の規定による公告（第 283条第

4項の規定による公告を除く。以下この章において同

じ。）を電子公告により行おうとする会社は，当該公

告について第 100条第 6項（第 147条において準用す

る場合を含む。）又は第 166条ノ 2第 1項の規定によ

り電子公告を行うべき期間中，当該公告の内容である

情報が第 166条第 6項の状態に置かれているかどうか

について，法務省令で定めるところにより，法務大臣

の登録を受けた者（以下「調査機関」という。）に対

し，調査（以下「電子公告調査」という。）を行うこ

とを求めなければならない。

�．新「会社法」における会社の計算等と電子公告

全体に関係している。以下必要な新「会社法」では

第 2編 株式会社第 5章計算等において株式会社の会

計についての規定をおき，さらに第 7編雑則第 5章

「公告」として電子公告に関する規定をおいている

が，実際に電子公告等に関する条文は会社法条文を列

挙し問題点を検討する。

１．新「会社法」の株式会社の計算等について

商法における会計の原則としては商法 32条 2項

「商業帳簿の作成に関する規定の解釈に付いては公正

なる会計慣行を斟酌すべし」と規定されていたが新

「会社法」では以下のごとく変更されている。

第五章 計算等

第一節 会計の原則

第四百三十一条 株式会社の会計は，一般に公正妥

当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

商法においては「公正なる会計慣行を斟酌」であっ

たが会社法では「一般に公正妥当と認められる企業会

計の慣行に従う」に変更された，すなわち「斟酌」か

ら「従う」と強いものになっている。さらに会計帳簿

についても以下のように規定している。

第二節 会計帳簿等

第一款 会計帳簿

（会計帳簿の作成及び保存）
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第四百三十二条 株式会社は，法務省令で定めると

ころにより，適時に，正確な会計帳簿を作成しなけれ

ばならない。

2 株式会社は，会計帳簿の閉鎖の時から十年間，そ

の会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存

しなければならない。

（会計帳簿の閲覧等の請求）

第四百三十三条 総株主（株主総会において決議を

することができる事項の全部につき議決権を行使する

ことができない株主を除く。）の議決権の百分の三

（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては，

その割合）以上の議決権を有する株主又は発行済株式

（自己株式を除く。）の百分の三（これを下回る割合を

定款で定めた場合にあっては，その割合）以上の数の

株式を有する株主は，株式会社の営業時間内は，いつ

でも，次に掲げる請求をすることができる。この場合

においては，当該請求の理由を明らかにして（請求

を）しなければならない。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作

成されているときは，当該書面の閲覧又は謄写の請

求

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をも

って作成されているときは，当該電磁的記録に記録

された事項を法務省令で定める方法により表示した

ものの閲覧又は謄写の請求

2 前項の請求があったときは，株式会社は，次のい

ずれかに該当すると認められる場合を除き，これを

拒むことができない。

一 当該請求を行う株主（以下この項において「請求

者」という。）がその権利の確保又は行使に関する

調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ，株主

の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係

にある事業を営み，又はこれに従事するものである

とき。

四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又

は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に

通報するため請求したとき。

五 請求者が，過去二年以内において，会計帳簿又は

これに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た

事実を利益を得て第三者に通報したことがあるもの

であるとき。

3 株式会社の親会社社員は，その権利を行使するた

め必要があるときは，裁判所の許可を得て，会計帳

簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げ

る請求をすることができる。この場合においては，

当該請求の理由を明らかにしなければならない。

4 前項の親会社社員について第二項各号のいずれか

に規定する事由があるときは，裁判所は，前項の許

可をすることができない。

（会計帳簿の提出命令）

第四百三十四条 省略

商法に於いては商法 281条 1項で 1．貸借対照表

2．損益計算書 3．営業報告書 4．利益ノ処分又

ハ損失ノ処理ニ関スル議案であったが，新「会社法」

では 435条 2項において 1．貸借対照表 2．損益計

算書は同じであるがその他は「その他株式会社の財産

及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとし

て法務省令で定めるもの」と規定され，法務省令（平

成 18年法務省令第 13号）「会社計算規則」によれば

「株主資本等変動計算書及び個別注記表」である。

第二款 計算書類等

（計算書類等の作成及び保存）

第四百三十五条 株式会社は，法務省令で定めると

ころにより，その成立の日における貸借対照表を作成

しなければならない。

2 株式会社は，法務省令で定めるところにより，各

事業年度に係る計算書類（貸借対照表，損益計算書

その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために

必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものを

いう。以下この章において同じ。）及び事業報告並

びにこれらの附属明細書を作成しなければならな

い。

3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
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は，電磁的記録をもって作成することができる。

4 株式会社は，計算書類を作成した時から十年間，

当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければ

ならない。

（会社計算規則）

（各事業年度に係る計算書類）

第九十一条 法第四百三十五条第二項に規定する法

務省令で定めるものは，この編の規定に従い作成され

る株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。

2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の

作成に係る期間は，当該事業年度の前事業年度の末

日の翌日（当該事業年度の前事業年度がない場合に

あっては，成立の日）から当該事業年度の末日まで

の期間とする。この場合において，当該期間は，一

年（事業年度の末日を変更する場合における変更後

の最初の事業年度については，一年六箇月）を超え

ることができない。

3 法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき

各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は，

当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなけれ

ばならない。

2．新「会社法」の公告の方法について

（1） 新しく施行された会社法では「公告方法」の

方法として

① 官報に掲載する方法，

② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載

する方法

③ 電子公告

の 3つを定め，さらに電子公告については法 2条

34項に規定している。

＜参考条文＞

（会社の公告方法）

第九百三十九条 会社は，公告方法として，次に掲

げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載す

る方法

三 電子公告

2 外国会社は，公告方法として，前項各号に掲げる

方法のいずれかを定めることができる。

3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を

公告方法とする旨を定める場合には電子公告を公告

方法とする旨を定めれば足りる。この場合において

は，事故その他やむを得ない事由によって電子公告

による公告をすることができない場合の公告方法と

して，同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれ

かを定めることができる。

4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又

は外国会社の公告方法は，第一項第一号の方法とす

る。

（計算書類の公告）

第四百四十条 株式会社は，法務省令で定めるとこ

ろにより，定時株主総会の終結後遅滞なく，貸借対照

表（大会社にあっては，貸借対照表及び損益計算書）

を公告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず，その公告方法が第九百

三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法であ

る株式会社は，前項に規定する貸借対照表の要旨を

公告することで足りる。

3 前項の株式会社は，法務省令で定めるところによ

り，定時株主総会の終結後遅滞なく，第一項に規定

する貸借対照表の内容である情報を，定時株主総会

の終結の日後五年を経過する日までの間，継続して

電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けるこ

とができる状態に置く措置をとることができる。こ

の場合においては，前二項の規定は，適用しない。

4 証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証

券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない

株式会社については，前三項の規定は，適用しな

い。

（電子公告）

第二条三十四 公告方法のうち，電磁的方法（電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって法務省令で定めるものをい

う。以下同じ。）により不特定多数の者が公告すべき
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内容である情報の提供を受けることができる状態に置

く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をい

う。

また，第九百三十九条 2項・ 3項の「外国会社」と

は次のとおりである。

（外国会社）

第二条二 外国会社 外国の法令に準拠して設立さ

れた法人その他の外国の団体であって，会社と同種の

もの又は会社に類似するものをいう。

第 2条 34項の「電磁的方法」と「法務省令で定め

るものをとる方法」は会社法施行規則第 222条および

第 223条において以下のごとく規定されている。

（電磁的方法）

会社法施行規則（法務省令第一二号）

第二百二十二条 法第二条第三十四号に規定する電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって法務省令で定めるものは，

次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロ

に掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し，受信者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じ

て情報の提供を受ける者の閲覧に供し，当該情報の

提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに当該情報を記録する方法

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定

の情報を確実に記録しておくことができる物をもっ

て調製するファイルに情報を記録したものを交付す

る方法

2 前項各号に掲げる方法は，受信者がファイルへの

記録を出力することにより書面を作成することがで

きるものでなければならない。

会社法施行規則（法務省令第一二号）

（電子公告を行うための電磁的方法）

第二百二十三条 法第二条第三十四号に規定する不

特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受

けることができる状態に置く措置であって法務省令で

定めるものは，前条第一項第一号ロに掲げる方法のう

ち，インターネットに接続された自動公衆送信装置を

使用する方法とする。

（2） 定款を電磁気録で作成する場合

また定款を電磁気録で作成する場合には会社法 26

条において規定されているが詳しくは会社法施行規則

（法務省令第一二号）第二百二十四条に規定されてい

る。

（定款の作成）

第二十六条 株式会社を設立するには，発起人が定

款を作成し，その全員がこれに署名し，又は記名押印

しなければならない。

2 前項の定款は，電磁的記録（電子的方式，磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって，電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものとして法務省令で定

めるものをいう。以下同じ。）をもって作成するこ

とができる。この場合において，当該電磁的記録に

記録された情報については，法務省令で定める署名

又は記名押印に代わる措置をとらなければならな

い。

（電磁的記録）

会社法施行規則（法務省令第一二号）

第二百二十四条 法第二十六条第二項に規定する法

務省令で定めるものは，磁気ディスクその他これに準

ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくこと

ができる物をもって調製するファイルに情報を記録し

たものとする。

（3） 書面に記載すべき事項等について

書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の
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場合は承諾等が必要である，法務省令ではなく内閣に

よる政令で定められた。

会社法施行令

（平成十七年十二月十四日政令第三百六十四号）

内閣は，会社法（平成十七年法律第八十六号）の規

定に基づき，この政令を制定する。

（書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の

承諾等）

第一条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方

法（会社法（以下「法」という。）第二条第三十四号

に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。）により提

供しようとする者（次項において「提供者」とい

う。）は，法務省令で定めるところにより，あらかじ

め，当該事項の提供の相手方に対し，その用いる電磁

的方法の種類及び内容を示し，書面又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。

一 法第五十九条第四項

＜設立時募集株式の申し込み＞

二 法第七十四条第三項（法第八十六条において準

用する場合を含む。）

＜決議権の代理行使の証明する書面＞

三 法第七十六条第一項（法第八十六条において準

用する場合を含む。）

＜電磁的方法による決議権の行使＞

四 法第二百三条第三項

＜募集株式の申込＞

五 法第二百四十二条第三項

＜募集新株予約権の申込＞

六 法第三百十条第三項（法第三百二十五条におい

て準用する場合を含む。）

＜決議権の代理行使＞

七 法第三百十二条第一項（法第三百二十五条にお

いて準用する場合を含む。）

＜電磁的方法による決議権の行使＞

八 法第五百五十五条第三項（法第八百二十二条第

三項において準用する場合を含む。）

＜議決権の代理行使＞

九 法第五百五十七条第一項（法第八百二十二条第

三項において準用する場合を含む。）

＜電磁的方法による議決権の行使＞

十 法第六百七十七条第三項

＜募集社債の申込＞

十一 法第七百二十一条第四項

＜社債権者集会参考書類及び議決権行使書面

の交付等＞

十二 法第七百二十五条第三項

＜議決権の代理行使＞

十三 法第七百二十七条第一項

＜電磁的方法による議決権の行使＞

十四 法第七百三十九条第二項

＜社債の利息の支払いを怠ったことによる期

限の利益の喪失＞

2 前項の規定による承諾を得た提供者は，同項の相

手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法によ

る事項の提供を受けない旨の申出があったときは，

当該相手方に対し，当該事項の提供を電磁的方法に

よってしてはならない。ただし，当該相手方が再び

同項の規定による承諾をした場合は，この限りでな

い。

（電磁的方法による通知の承諾等）

第二条 次に掲げる規定により電磁的方法により通

知を発しようとする者（次項において「通知発出者」

という。）は，法務省令で定めるところにより，あら

かじめ，当該通知の相手方に対し，その用いる電磁的

方法の種類及び内容を示し，書面又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。

一 法第六十八条第三項（法第八十六条において準

用する場合を含む。）

＜創立総会の招集通知＞

二 法第二百九十九条第三項（法第三百二十五条に

おいて準用する場合を含む。）

＜株主総会の招集通知＞

三 法第五百四十九条第二項（同条第四項（法第八

百二十二条第三項において準用する場合を含

む。）及び法第八百二十二条第三項において準用

する場合を含む。）

＜債権者総会の招集通知＞

75新会社法による会社情報の電子的公告とその問題点



四 法第七百二十条第二項

＜社債権者集会の招集通知＞

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は，同項

の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法

による通知を受けない旨の申出があったときは，当

該相手方に対し，当該通知を電磁的方法によって発

してはならない。ただし，当該相手方が再び同項の

規定による承諾をした場合は，この限りでない。

（電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る

手数料の額）

第三条 法第九百四十二条第二項（法第九百四十五

条第二項において準用する場合を含む。）の政令で定

める手数料の額は，四十七万六千八百円とする。

（電子公告調査機関の登録の有効期間）

第四条 法第九百四十五条第一項の政令で定める期

間は，三年とする。

３．電子署名と公告期間

会社情報等の電子公告を行う際に不可欠な要件は

「電子署名」と「電子認証」がある。

なぜ認証が可能か等の原理については他の文献に譲る

として，「電子署名及び認証業務に関する法律」に定

められている。これに基づき会社法施行規則（法務省

令第一二号）第 225条に電子署名を必要とする事項が

掲げられている。

（電子署名）

会社法施行規則（法務省令第一二号）

第二百二十五条 次に掲げる規定に規定する法務省

令で定める署名又は記名押印に代わる措置は，電子署

名とする。

一 法第二十六条第二項 （電磁記録をもって作成さ

れた定款）

二 法第百二十二条第三項（電磁記録をもって作成さ

れた株主名簿）

三 法第百四十九条第三項（電磁記録をもって作成さ

れた株主名簿の記載事項記載した書面）

四 法第二百五十条第三項（電磁記録をもって作成さ

れた新株予約権原簿記載事項）

五 法第二百七十条第三項（電磁記録をもって作成さ

れた新株予約権原簿記載事項記載の書面）

六 法第三百六十九条第四項（電磁記録をもって作成

された取締役会の決議）

七 法第三百九十三条第三項（電磁記録をもって作成

された監査役会の決議）

八 法第四百十二条第四項（電磁記録をもって作成さ

れた委員会の決議）

九 法第五百七十五条第二項（電磁記録をもって作成

された持分会社の定款）

十 法第六百八十二条第三項（電磁記録をもって作成

された持分会社の社債原簿記載の素面）

十一 法第六百九十五条第三項（電磁記録をもって作

成された持分会社の質権に関する社債原簿の記載事

項を記載した書面）

2 前項に規定する「電子署名」とは，電磁的記録に

記録することができる情報について行われる措置で

あって，次の要件のいずれにも該当するものをい

う。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るもの

であることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうか

を確認することができるものであること。

さらに電子公告の期間である 5年は法 940条 1項 2

号に定められている。

（電子公告の公告期間等）

第九百四十条 株式会社又は持分会社が電子公告に

よりこの法律の規定による公告をする場合には，次の

各号に掲げる公告の区分に応じ，当該各号に定める日

までの間，継続して電子公告による公告をしなければ

ならない。

一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前

に公告しなければならない場合における当該公告

当該特定の日

二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の

定時株主総会の終結の日後五年を経過する日

三 公告に定める期間内に異議を述べることができ

76



る旨の公告 当該期間を経過する日

四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開

始後一箇月を経過する日

2 外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の

規定による公告をする場合には，同項の手続の終結

の日後五年を経過する日までの間，継続して電子公

告による公告をしなければならない。

3 省略

４．電子公告調査機関

新「会社法」では法 939条で 3つの公告方法を定め

ているが，電子公告を行う場合につては，正しく公告

がされているかについて電子公告を行おうとしている

会社は法 941条に定める調査機関に調査を求めなくて

はならない。ただし法 440条 1項の「計算書類の公

告」は調査・報告が免除されている。

第二節 電子公告調査機関

（電子公告調査）

第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定によ

る公告（第四百四十条第一項の規定による公告を除

く。以下この節において同じ。）を電子公告によりし

ようとする会社は，公告期間中，当該公告の内容であ

る情報が不特定多数の者が提供を受けることができる

状態に置かれているかどうかについて，法務省令で定

めるところにより，法務大臣の登録を受けた者（以下

この節において「調査機関」という。）に対し，調査

を行うことを求めなければならない。

（登録）

第九百四十二条 前条の登録（以下この節において

単に「登録」という。）は，同条の規定による調査

（以下この節において「電子公告調査」という。）を行

おうとする者の申請により行う。

2 登録を受けようとする者は，実費を勘案して政令

で定める額の手数料を納付しなければならない。

（欠格事由）

第九百四十三条 次のいずれかに該当する者は，登

録を受けることができない。

二 第九百五十四条の規定により登録を取り消され，

その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であって，その業務を行う理事等（理事，取

締役，執行役，業務を執行する社員，監事若しくは

監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七

条において同じ。）のうちに前二号のいずれかに該

当する者があるもの。

（登録基準）

第九百四十四条 法務大臣は，第九百四十二条第一

項の規定により登録を申請した者が，次に掲げる要件

のすべてに適合しているときは，その登録をしなけれ

ばならない。この場合において，登録に関して必要な

手続は，法務省令で定める。

一 電子公告調査に必要な電子計算機（入出力装置を

含む。以下この号において同じ。）及びプログラム

（電子計算機に対する指令であって，一の結果を得

ることができるように組み合わされたものをいう。

以下この号において同じ。）であって次に掲げる要

件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を

行うものであること。

イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告によ

り公告されている情報をインターネットを利用し

て閲覧することができるものであること。

ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的

記録を損壊し，若しくは当該電子計算機に虚偽の

情報若しくは不正な指令を与え，又はその他の方

法により，当該電子計算機に使用目的に沿うべき

動作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせ

ることを防ぐために必要な措置が講じられている

こと。

ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告

調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力さ

れた情報及び指令並びにインターネットを利用し

て提供を受けた情報を保存する機能を有している

こと。

二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法

が定められていること。

2 登録は，調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載

し，又は記録してするものとする。
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一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては，その代表者の氏名

三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の

所在地

（登録の更新）

第九百四十五条 登録は，三年を下らない政令で定

める期間ごとにその更新を受けなければ，その期間の

経過によって，その効力を失う。

2 前三条の規定は，前項の登録の更新について準用

する。

（調査の義務等）

第九百四十六条 調査機関は，電子公告調査を行う

ことを求められたときは，正当な理由がある場合を除

き，電子公告調査を行わなければならない。

2 調査機関は，公正に，かつ，法務省令で定める方

法により電子公告調査を行わなければならない。

3 調査機関は，電子公告調査を行う場合には，法務

省令で定めるところにより，電子公告調査を行うこ

とを求めた者（以下この節において「調査委託者」

という。）の商号その他の法務省令で定める事項を

法務大臣に報告しなければならない。

4 調査機関は，電子公告調査の後遅滞なく，調査委

託者に対して，法務省令で定めるところにより，当

該電子公告調査の結果を通知しなければならない。

（電子公告調査を行うことができない場合）

第九百四十七条 調査機関は，次に掲げる者の電子

公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子

公告による公告に関与した場合として法務省令で定め

る場合における当該公告については，電子公告調査を

行うことができない。

一 当該調査機関

二 当該調査機関が株式会社である場合における親株

式会社（当該調査機関を子会社とする株式会社をい

う。）

三 理事等又は職員（過去二年間にそのいずれかであ

った者を含む。次号において同じ。）

が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を

超える法人

四 理事等又は職員のうちに当該調査機関（法人であ

るものを除く。）又は当該調査機関の代表権を有す

る理事等が含まれている法人

（事業所の変更の届出）

第九百四十八条 調査機関は，電子公告調査を行う

事業所の所在地を変更しようとするときは，変更しよ

うとする日の二週間前までに，法務大臣に届け出なけ

ればならない。

（業務規程）

第九百四十九条 調査機関は，電子公告調査の業務

に関する規程（次項において「業務規程」という。）

を定め，電子公告調査の業務の開始前に，法務大臣に

届け出なければならない。これを変更しようとすると

きも，同様とする。

2 業務規程には，電子公告調査の実施方法，電子公

告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項

を定めておかなければならない。

（業務の休廃止）

第九百五十条 調査機関は，電子公告調査の業務の

全部又は一部を休止し，又は廃止しようとするとき

は，法務省令で定めるところにより，あらかじめ，そ

の旨を法務大臣に届け出なければならない。

（財務諸表等の備置き及び閲覧等）

第九百五十一条 調査機関は，毎事業年度経過後三

箇月以内に，その事業年度の財産目録貸借対照表及び

損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（これら

の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合に

おける当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸

表等」という。）を作成し，五年間事業所に備え置か

なければならない。

2 調査委託者その他の利害関係人は，調査機関に対

し，その業務時間内は，いつでも，次に掲げる請求

をすることができる。ただし，第二号又は第四号に

掲げる請求をするには，当該調査機関の定めた費用
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を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているとき

は，当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されている

ときは，当該電磁的記録に記録された事項を法務省

令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写

の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法

であって調査機関の定めたものにより提供すること

の請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

（適合命令）

第九百五十二条 法務大臣は，調査機関が第九百四

十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認

めるときは，その調査機関に対し，これらの規定に適

合するため必要な措置をとるべきことを命ずることが

できる。

（改善命令）

第九百五十三条 法務大臣は，調査機関が第九百四

十六条の規定に違反していると認めるときは，その調

査機関に対し，電子公告調査を行うべきこと又は電子

公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要

な措置をとるべきことを命ずることができる。

（登録の取消し等）

第九百五十四条 法務大臣は，調査機関が次のいず

れかに該当するときは，その登録を取り消し，又は期

間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の

停止を命ずることができる。

一 第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至

ったとき。

二 第九百四十七条（電子公告関係規定において準用

する場合を含む。）から第九百五十条まで，第九百

五十一条第一項又は次条第一項（電子公告関係規定

において準用する場合を含む。）の規定に違反した

とき。

三 正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号

又は次条第二項各号（電子公告関係規定において準

用する場合を含む。）の規定による請求を拒んだと

き。

四 第九百五十二条又は前条（電子公告関係規定にお

いて準用する場合を含む。）の命令に違反したと

き。

五 不正の手段により第九百四十一条の登録を受けた

とき。

（調査記録簿等の記載等）

第九百五十五条 調査機関は，法務省令で定めると

ころにより，調査記録又はこれに準ずるものとして法

務省令で定めるもの（以下この条において「調査記録

簿等」という。）を備え，電子公告調査に関し法務省

令で定めるものを記載し，又は記録し，及び当該調査

記録簿等を保存しなければならない。

2 調査委託者その他の利害関係人は，調査機関に対

し，その業務時間内は，いつでも，当該調査機関が

前項又は次条第二項の規定により保存している調査

記録簿等（利害関係がある部分に限る。）につい

て，次に掲げる請求をすることができる。ただし，

当該請求をするには，当該調査機関の定めた費用を

支払わなければならない。

一 調査記録簿等が書面をもって作成されているとき

は，当該書面の写しの交付の請求

二 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されてい

るときは，当該電磁的記録に記録された事項を電磁

的方法であって調査機関の定めたものにより提供す

ることの請求又は当該事項を記載した書面の交付の

請求

（調査記録簿等の引継ぎ）

第九百五十六条 調査機関は，電子公告調査の業務

の全部の廃止をしようとするとき，又は第九百五十四

条の規定により登録が取り消されたときは，その保存

に係る前条第一項（電子公告関係規定において準用す

る場合を含む。）の調査記録簿等を他の調査機関に引

き継がなければならない。

2 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを

受けた調査機関は，法務省令で定めるところによ

り，その調査記録簿等を保存しなければならない。
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（法務大臣による電子公告調査の業務の実施）

第九百五十七条 法務大臣は，登録を受ける者がな

いとき，第九百五十条の規定による電子公告調査の業

務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったと

き，第九百五十四条の規定により登録を取り消し，又

は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは

一部の停止を命じたとき，調査機関が天災その他の事

由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施

することが困難となったとき，その他必要があると認

めるときは，当該電子公告調査の業務の全部又は一部

を自ら行うことができる。

2 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務

の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調

査の業務の引継ぎその他の必要な事項については，

法務省令で定める。

3 第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査

を求める者は，実費を勘案して政令で定める額の手

数料を納付しなければならない。

（報告及び検査）

第九百五十八条 法務大臣は，この法律の施行に必

要な限度において，調査機関に対し，その業務若しく

は経理の状況に関し報告をさせ，又はその職員に，調

査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り，業務の状

況若しくは帳簿，書類その他の物件を検査させること

ができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合に

は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人にこれ

を提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査

のために認められたものと解釈してはならない。

第九百五十九条 法務大臣は，次に掲げる場合には，

その旨を官報に公示しなければならない。

一 登録をしたとき。

二 第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を

失ったことを確認したとき。

三 第九百四十八条又は第九百五十条の届出があった

とき。

四 第九百五十四条の規定により登録を取り消し，又

は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたとき。

五 第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電

子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うも

のとするとき，又は自ら行っていた電子公告調査の

業務の全部若しくは一部を行わないこととすると

き。

�．計算書類の電子公告と問題点

新「会社法」が平成 18年 5月 1日施行されたが，

旧商法時代から引き継がれた様々な問題点を内包して

いる。ここではこれらの問題の中から「会社情報の電

子開示」的を絞って検討する。

会社法文献 1によれば平成 15年度国税庁の税務統

計では資本金1000万円以上の株式会社は772，445社，

有限会社 65，484社であり，これが資本金 5000万円以

上では株式会社 48，033社，有限会社 2094社，資本金

1億円以上では株式会社 27，016社，有限会社 902社

となる。

実に資本金 1000万円以上 1億円以下では，株式会

社約 745，000社，有限会社約 64，000社である。問題

点の最大のものはこれらの株式会社が商法 283条 5項

により，貸借対照表を公告していたであろうか。常識

的のほとんどされていないということができよう。す

でに述べたように日刊新聞等へも貸借対照表の掲載は

コスト的にも大きな負担となり行われてこなかったの

が実情であろう。

では現在多くの資本金の少ない株式会社でも現在は

パソコンと会計ソフトにより電磁的に計算書類を作成

しており，これをインターネット等に公告するにはど

のような方法と問題点があるかを検討する。

１．インターネット上への公告

一般にインターネット上への公告とはインターネッ

トに接続され特定のグローバル IPアドレスを有する

ホームページサーバに公開することをいうかまたはプ

ロバイダーと呼ばれるインターネットの専門業者が有

するサーバー上に公開される。前者の場合株式会社固

有のホームページが可能であるが第三者からは検索が

容易ではなく，後者の場合はプロバイダーのドメイン
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名が付くなど不便である。

この問題を解決するためには中小会社の計算書類を

専門的に掲載する専門機関の設立が望ましい。

２．電子公告の固有の問題点

ホームページに公開した場合には，公開したサーバ

ーの故障による公告の中断，ハッカーによる公告内容

の改ざんなどの問題が生じることが予測される。新

「会社法」では法 940条 3項で救済措置を示してい

る。

（1） 中断に対するは 3つの要件を満たしているこ

とが必要である（法 940条 3項）

① 公告の中断が生じた場合当該会社は善意・無過

失であること，または会社に正当な事由があるこ

と

② 公告に期間が公告期間の 10分の 1を超えない

こと

③ 会社は広告の中断があったことを知った後，中

断があった期間，中断内容を速やかに公告するこ

と

（電子公告の公告期間等）

第九百四十条 株式会社又は持分会社が電子公告に

よりこの法律の規定による公告をする場合には，次の

各号に掲げる公告の区分に応じ，当該各号に定める日

までの間，継続して電子公告による公告をしなければ

ならない。

一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前

に公告しなければならない場合における当該公告

当該特定の日

二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の

定時株主総会の終結の日後五年を経過する日

三 公告に定める期間内に異議を述べることができ

る旨の公告 当該期間を経過する日

四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開

始後一箇月を経過する日

2 外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の

規定による公告をする場合には，同項の手続の終結

の日後五年を経過する日までの間，継続して電子公

告による公告をしなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず，これらの規定により

電子公告による公告をしなければならない期間（以

下この章において「公告期間」という。）中公告の

中断（不特定多数の者が提供を受けることができる

状態に置かれた情報がその状態に置かれないことと

なったこと又はその情報がその状に置かれた後改変

されたことをいう。以下この項において同じ。）が

生じた場合において，次のいずれにも該当するとき

は，その公告の中断は，当該公告の効力に影響を及

ぼさない。

一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ

重大な過失がないこと又は会社に正当な事由がある

こと。

二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分

の一を超えないこと。

三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やか

にその旨，公告の中断が生じた時間及び公告の中断

の内容を当該公告に付して公告したこと。

（2） 長期中断または，止むを得ない事情により中

断する場合の対策 （法 939条 3項）

（会社の公告方法）

第九百三十九条 会社は，公告方法として，次に掲

げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載す

る方法

三 電子公告

2 外国会社は，公告方法として，前項各号に掲げる

方法のいずれかを定めることができる。

3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を

公告方法とする旨を定める場合には，電子公告を公

告方法とする旨を定めれば足りる。この場合におい

ては，事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合の公告方法

として，同項第一号又は第二号に掲げる方法のいず

れかを定めることができる。

4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又
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は外国会社の公告方法は，第一項第一号の方法とす

る。

�．終わりに

平成 5年から始まった今回の商法改正も新「会社

法」として平成 18年 5月 1日施行された。

今回の改正を情報公開の観点から見ると

平成 13年 電磁的方法による計算書類の作成と公開

平成 14年 連結計算書類制度の導入

証券取引法との調和をはかる改正

計算規定の省令委任

平成 16年 電子公告制度の導入

等の改正が行われ，平成 18年に入り，「平成 17年政

令 364号会社施行令」，「平成 18年法務省令第 12号会

社施行規則」「平成 18年法務省令第 13号会社計算規

則」「平成 18年法務省令第 14号電子公告規則」が制

定され新「会社法」と同時に施行された。

特に計算書類が，貸借対照表，損益計算書と「株主

資本等変動計算書及び個別注記表」に改められ，また

貸借対照表の項目が「資産，負債，資本」から「資

産，負債，純資産」に変更され商法が新「会社法」と

名前が変更になったのではなくその内容も大きく変更

され，現状の会計システムに大きく近づいたといえよ

う。また今回取り上げた「電子公告等」もインターネ

ットや IT技術の発展に法制度も現状に近づいたもの

で，さらに税法等においても「電子申告」「電子納

税」等が推奨されようとしている現在，上場会社等を

除く多くの株式会社の「計算書類の電磁的開示」とそ

の検証が大きな問題となるであろう。実際自社に

Webサーバーを有しない株式会社ではプロバイダー

のサーバーに電子広告を依頼するとか，新たに IPア

ドレスを取得して自社専用のサーバーを構築する等が

考えられるが技術的にも，セキュリティ面からも多く

の問題が含まれることになろう。

なお，本研究は平成 16年度専修大学研究助成（個

別研究）―会社情報の電子的開示の実証研究―に基づ

いている。
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6．近藤光男「最新会社法」平成 11年 3月 中央経済社

7．田邊光政「会社法要説」平成 11年 4月 税務経理協会

8．倉澤康一郎「口語商法」2005. 8 自由国民社

会社法

1．明石一秀ほか「新会社法の実務」平成 17年九月 財務詳

報社

2．ジュリスト 1295号別冊「会社法 全条文」2005. 8 有

斐閣

3．企業会計特別保存版「新会社法詳解」平成 17年 7月 中

央経済社

4．「会社法」法令集 平成 18年 2月 中央経済社

5．新日本監査法人 編著「会社法施行規則」「膾炙計算規

則」「電子公告」全文 税務経理協会

6．太田達也「新会社法の完全解説」平成 17年 8月 税務研

究会出版局

7．法務省民事局付検事 葉玉匡美「新・会社法 100問」

2005.12 ダイヤモンド社

8．法務省大臣官房参事官 相澤哲 編著「新・会社法」

2005. 7 商事法務
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